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はじめに 

 開発申請は、月はじめ頃までに申請書をご提出いただき、現地調査及び書類審査を経て、その受付を毎月２

０日締め（土日祝祭日の場合は翌開庁日）に実施し、翌月の月初めには関係課への意見照会（合議）を求め、

中旬ごろに審査会へ諮っているところであります。 

 関係課への迅速な意見照会（合議）を行うため、当月の２５日（土日祝祭日の場合は翌開庁日）までに申請

書（概要版）１５部を提出してくださいますようお願いします。（※印刷及び提出のタイミングについては、

市役所よりご連絡します。） 

 なお、合議資料が提出期限に間に合わない場合は、翌々月の審査会へ繰り下げとなることがございますので、

予めご了承ください。 

 

記 

１．資料のカラー部はカラーコピーでお願いします。 

２．規格はＡ４サイズとします。（Ａ３、Ｂ４用紙は必ずＡ４サイズへ縮小してください。） 

３．資料は縦方向の左開きとし、穴空け後にひも等で綴って下さい。（ホッチキス不可） 

４、原則、両面コピーとし、ページ下にページ番号を付して下さい。 

５．提出部数は１５部です。 

６．提出期限は２５日（土日祝祭日の場合は翌開庁日）厳守となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発申請に係るフロー ※２０日までに書類が整わない場合は翌々月の審査会の審議事項となります。 

 

月初め頃                    ２０日締め      ２５日頃        上旬頃        中旬頃  
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